
19世紀中頃におけるイ ギリ ス上流階級の社交空間- ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブに見 る競馬のスポーツ化を中心に一 

鍵 谷 寛 佑

は じ めに

イ ギリ ス競馬は、 19世紀中頃において、 貴族、 ジェ ン ト リ た ち上流階級が社交の場

と し て独占 し得た段階から、 中産階級の台頭や労働者階級の娯楽の希求が要因 と な っ

て、 あ ら ゆる人々の娯楽空間へ と変貌 を遂げた。 競馬場は、 様々な人 々を包括する一 

大 ペ ー ジ ェ ン ト と な っ たが、 こ のこ と は、 ジ ェ ン ト ル マ ンのア マ チ ュ ア リ ズムによ る

競馬か ら、 スポー ツ と し て の競馬への転換 を も た ら し た。 も っ と も、 それぞれの階級

の競馬 に対す る想 いや スポーツ化への対応には、 大 き な差異があ り、 それは、 競馬場

におけ る グラ ン ド ・ ス タ ン ド におけ るすみ分けや、 ス タ ン ド と 同 じ く 、 限 ら れた人々

し か入場 を許 さ れない リ ングの存在に顕著に現れて いる。 こ れらは、 時には対立 し、

時には複雑に絡み合 う と いう 性質 を持 っていた。 本稿では、 有閑階級を中心 と し た社

交 ク ラ ブと し て誕生 し、 数々の競馬改革によ ってイ ギリ スにおけ る スポーツ統括団体

の先駆け と な っ た ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの19世紀中頃の状況 を検証す る こ と で、 イ ギ リ

ス競馬のスポー ツ化の一端、 貴族や ジ ェ ン ト リ た ちの競馬への想い を紐解 く こ と で、

こ の時期のイ ギリ ス上流階級の社交空間を示 し たい。

ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブは、 18世紀中頃に貴族を中心 と し た上流階級の社交ク ラ ブと し

て 誕生 し た が、 イ ギ リ ス に お け る ス ポ ー ツ史 の権威 で あ る レ イ ・ ウ' ァ ン プ リ ュ ー 

(Wray Vamplew) のジ ョ ッキー ・ ク ラ ブ研究 を、 設立時期の1750年頃から20世紀転

換期までのク ラ ブの変遷を概観し て、 時代区分を付すな らば、 設立から19世紀初頭ま

でが第一期でク ラ ブの揺籃期と いえ る。 こ の段階においては、 自 らが本拠地と するニ ュー

マーケ ッ ト の競馬 に対 し て い く らかの改良 を加え、 ク ラ ブを発展 さ せる下地 を整えて

いる と い う状況であ った。 続 く 19世紀初頭から1860年 ぐ らいま でが第:二期で、 ク ラ ブ

の発展期 にあた る。 と り わけ、 1830年代か ら 1846年の ジ ョ ー ジ ・ ベ ンテ イ ンク 卿

(Lord William George Frederick Cavendish-Scott-Bentinck, 1802-1848) の競馬界から

の引退までが中心で あり、 本論文が主に扱 う のも こ の時期である。 ジ ェ ン ト ルマ ン層
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に と って、 こ の時期は競馬がア マチ ュ アのス タ イ ルか ら スポー ツ と し て変容 し てい く

移行期にあたり、 同時に揺籃期からの本質である有閑階級の社交空間と し て、 ク ラ ブ

のメ ンバー同士 だけで な く 、 中産階級や労働者階級 と い った他の階級に対 し て も自 ら

の姿 を見せ、 彼 らの高貴 さ や リ スペ ク タ ビリ テ イ を誇示 し た時代で も あ っ た。 さ らに、

1860年代から20世紀の転換期がク ラ ブの確立期で、 19世紀末に、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブ

が競馬の絶対的権威 と な ったと指摘 さ れる。 こ の時代は、 スポーツ化や商業化が促進

さ れる時期で、 ア ド ミ ラル ・ ラ ウス (Admiral Henry John Rous, 1795-1877) 力 ク ラ

ブの財政担当にな る1856年が起点 と な って いる と いえ る '。

ま た、 イ ギリ ス競馬の歴史、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの歴史 を研究対象と し たロバー ト ・ 

ブラ ック (Robert Black) は、 確立期の末である19世紀末の彼の大著において、 ジ ョ ッ

キー ・ ク ラ ブのメ ンバー シ ッ プ を中心 と し て、 ク ラ ブを1750年か ら1773年ま で の第一 

期、 1773年から1835年までの第二期、 1835年から出版年である1891年までの第三期と

いう三期間に区分している2。 1773年は、 競馬年鑑 Raczng Calendar の初版年であり、

一方の1835年は、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブのメ ンバーリ ス ト が初めて Racing Calendar 上

に掲載 さ れた年 で あ る。 ブ ラ ッ ク の区 分 に対 し て も、 それぞれに ク ラ ブの揺籃期、 発

展期、 確立期と い う 定義ができ る。 こ れら を踏まえた上で、 筆者は、 設立か ら Rac,ng 

Calendar の発行ま で を ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの揺籃期 と し、 Racing Calendar の発行か

らク ラ ブのメ ンバーリ ス ト 公開まで を初期発展期、 1830年代半ばから1840年代半ばの

ジ ョ ー ジ ・ ベ ンテ イ ンク卿時代 を後期発展期、 それ以降、 特にア ド ミ ラル ・ ラ ウス時

代か ら ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの規則が競馬施行規則にな った1877年ま で を中心 と する19 

世紀末まで を確立期と する3。

一般的 に言 われる1750年 ごろ の ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの設立時において、 当時の競馬

は、 上流階級の人 々によ る スポーツの代表格で あ り 、 彼 らは、 アマ チ ュ ア と し て自分

た ちが管理する競馬 を楽 し んだ4。 18世紀半ばにおいて、 競馬は支配者層にと って格

好の余暇であり、 競馬が近代と い う時代に合う形に改良 さ れる以前には、 長時間にわ

た って行われた5。 こ の時代は、 同 じ有閑階級に属する仲問が集ま るこ と で、 それぞ

れが思い思いに競馬 を楽 し む と い う ス タ イ ルで あ った。

こ う し た中 で、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブが成立 す る こ と に な っ たが、 それは、 18世紀 に

おけ る数多 く の社交ク ラ ブの誕生 と無縁ではな く 、 ク ラ ブにおけ る社交 を通 し て、 競

馬の担い手である貴族、 ジ ェ ン ト リ の結束 を強化する と と もに、 彼 らに社会的エ リ ー

ト と し ての自覚を維持さ せる役割 を担 っていた。 と り わけ19世紀に入 る と、 支配階級

が独占 し ていた競馬には、 中産階級や一般民衆が参加 し始めたため、 その様相が大き

く 変化 し、 競馬はある種の一般に開かれた性格を持つに至 った。 しかし、 その一方で、
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ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブは設立当初か ら の特徴で あ る排他性 を維持 し 続け、 時にはそれを

強化 し、 彼 ら独自の社交空間を破壊するこ と な く 、 競馬の担い手があ く まで も支配階

級であるこ と を再確認 し えた。 特に、 筆者が定義する後期発展期は、 支配階級が競馬

を通 し て自 らのリ スペ ク タ ビリ テ イ を強調 し得た最後の時代で あ ったが、 それだけに、

自 ら を守 るための社交空間の大掛かり な仕掛けが作 られた時代で も ある。 

1 . 研究史

次 に、 研究史 を紐解 き なが ら問題点 を指摘 し たいが、 イ ギ リ スのスポー ツ に関す る

研究には、 数多 く の蓄積がある。 近年の代表的人物と しては、 アマチ ュアリ ズムを扱 っ

た リ チ ヤー ド ・ ホル ト (Richard Holt) や、 経済史の観点か ら スポーツ を捉え たニ ー 

ル ・ ト ラ ンタ 一 (Neil Tranter)、 イ ングラ ン ド におけ る商業的 スポーツ文化の起源 を

題材 と し たエイ ド リ ア ン ・ ハー ヴ ェ イ (Adrian Harvey) な どを挙げる こ と ができ る 6。 

ま た、 長期的 な スパ ンでのスポー ツ ・ レ ジ ャ ーの分析 を行 った研究者には、 ピー タ 一 ・ 

ボーセイ (Peter Borsay) がい る 7。

我が国において、 特に強調さ れねばな らない先行研究は、 川島昭夫氏の19世紀イ ギ

リ スにおける 「合理的娯楽」 運動に関する研究であろ う。 川島氏はこ の研究において、

「合理的娯楽」 を中流階級によ る社会統制策、 改革策と し ての一面に限定 し た上で、

1830年代から1840年代において、 安全弁と しての娯楽は、 昔ながらの懐柔策やただの

日隠 し であるだけでは不充分であり、 改良さ れた 「規律ある」 娯楽が、 社会全体の改

善に積極的に貢献す るよ う なかた ちで改良 さ れ、 提供 さ れねばな らず、 そ う し た過程

の中で、 既存の娯楽に対する代替案と し て出 さ れた競馬が、 公的な監督と統制の下で

合理化 さ れ、 唯一実現 さ れた と し て い る 8。 ま た、 ピ ア ス ・ イ ー ガ ンの 「 ス ポ ー ツ の

世界」 の分析や ジ ェ ン ト ルマ ン ・ ア マ チ ュ ア と スポー ツ を既存の研究 と は異 な る角度

で分析 し た池田恵子氏の研究、 刑法を通 し てイ ギリ スにおけ る スポーツの正当性を検

証し た松井良明氏の研究な どが特筆でき る。

し か し、 イ ギ リ ス競馬 を主 た る研究対象 と し、 なおかつ ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブに も焦

点 を当 て た著作 と な る と、 その数は実 に限 ら れて い る と言 わ ざ る を得 な い。 先 に挙げ

たロバー ト ・ ブラ ッ ク の1891年におけ る主著 The Jockey Club and Its Founders・ In 
Three Periods は、 その中の一つである。 ブラ ッ ク のこ の著作で特筆すべき点は、 183 

5年 を迎え るま で、 メ ンバー リ ス ト と い う 形 で実在 し て い なか っ た ク ラ ブのメ ンバー

について言及 し ている こ と である。 ブラ ッ ク によ れば、 1753年から1773年ま での間、

つ ま り 成立 か ら ほ どな い時期 に、 100名以上 のメ ンバーが存在 し た と さ れて い る 9。 

こ れは、 主 と し て、 当時 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブのメ ンバ ー し か参加 で き なか っ た ジ ョ ッ
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キー ・ ク ラ ブ ・ プレー ト 競走の参加者か ら割 り 出 し た数字 と 推測 さ れるが、 彼のメ ン

バー区 分か ら、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブは、 貴族 と ジ ェ ン ト リ、 す な わ ち上流階級 のみで

構成 さ れて いた こ と がわか る。

ブ ラ ッ ク の他に、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブを題材 と し た著作 を発表 し て い る研究者には、

ロ ジ ヤー ・ モ ーテ イ マ ー (Roger M ortimer) や ジ ョ ン ・ テ イ レル (John Tyrre1) がい

る '°。 上述 の研究者 た ち には、 ば ら つ き があ る も のの、 概 ね ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの設

立 を起点 と し て、 長い スパ ンでのク ラ ブ像 を提供 し て いる と いえ る。

一方で、 競馬 を主たる題材と し、 その中で ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブを扱 った研究者には、

先述のウ' ァ ンプ リ ューの他にマイ ク ・ ハギ ンズ (M ike Huggins) がい る。 彼の著作で

ある2000年出版の Flat Racing and British Socle , 1790-1914.・ A Social and Economic 
H istory の中 で は、 タ イ ト ル に あ る よ う に、 主 に19世紀 の ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブ像 が提

示 さ れているが、 こ こ では商業主義 と い った概念に力点が置かれつつ、 多 く の研究者

が指摘す る、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの全国的 な繁栄は19世紀後半ま で に達成 さ れた と い

う主張に対す る修正が図 られて いる ' '。 ハギ ンズの研究には、 商業化 を中心 と し て18 

世紀末から20世紀初頭の競馬を扱 ったこ の研究以外に、 19世紀における競馬と中産階

級 を、 文化や階級、 リ スペ ク タ ビリ テ イか ら検証 し た も のや、 モ ラ ル ・ リ フ ォ ームに

ついて論 じ た研究がある。 

2 . 競馬年鑑 Rac/ng Ca/endar
こ こ ではまず、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブを考察する上で必要不可欠な史料である Racing 

Calendar につ いて取 り 上げ る こ と に し た いo ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブの設立か ら20余年

を経た1773年、 Racing Calendar は発行 を開始 さ れる こ と にな っ たが、 こ れはク ラ ブ

のその後の発展を大き く 左右する出来事であ った と いえ る。 発行の背景には、 当時の

ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブ幹事 の決定的 な サポー ト があ り '2、 Racing Calendar は発行後すぐ

に、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの事実上 の代弁者 と な っ た '3。

こ の Rac,ng Calendar と は、 イ ギリ ス各地における競馬の競走結果と開催予定の掲

載を中心と した年一回発行の書物で、 いわば競馬年鑑のよ う な性格を持っていた。 ジ ョ ッ

キー ・ ク ラ ブが発行 を始 めた頃 には、 すで に個人 の手 によ る記録集がい く らか存在 し

て いたが、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブのよ う な団体が個人 を組み込む形 で Racing Calendar 

を掌握す る と い う 事例は初めて のこ と で あ っ た '4。 かく して、 Rac,ng Calendar を手中

に収める こ と に成功 し た ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブは、 こ の媒体 を通 し て、 彼 ら の規則、 情

報な ど を各地へ伝播 さ せて ゆ く こ と にな る。

本論文の中心であるベ ンテ イ ンク卿時代初期の1836年版 Rac,ng Calendar を分析 し
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てみる と、 競走結果 と開催予定を軸と し ながら も、 その内容は多岐にわた り、 巻頭の

定期購読者 リ ス ト を皮切 り に、 キ ングス ・ プレ ー ト 競走 に関する規約やその勝 ち馬の

証明書、 一般の競馬に関する規則、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの規則 と指示、 判例集、 本拠

地ニ ューマーケ ッ ト の競走において騎手が着用する服の色のリ ス ト である馬主 リ ス ト、

闘鶏に関す る記事、 種牡馬 リ ス ト、 そ し て、 巻末には ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブのメ ンバー

リ ス ト が掲載 さ れてい る '5。

こ の中で、 まず定期購読者 リ ス ト に関 し て触れてお く こ と にする。 1836年版におけ

る購読者の掲載はウイ リ アム 4 世 (HIS M AJESTY) を筆頭と し て、 爵位を持つ貴族

か ら順に始ま ってお り、 基本的にはサーの尊称 を持つ人物ま でが先に名前 を挙げ られ、

エ ス ク ワイ ア以下 は、 ベ ド フ オー ド シ ヤーか ら ヨ ー ク シ ャ ーま で、 アル フ ァ ベ ッ ト 順

で並 べ ら れた イ ン グラ ン ド内39地域 と、 ウ ェ ール ズ、 ス コ ッ ト ラ ン ド、 アイ ル ラ ン ド

を中心 と し たイ ングラ ン ド外13地域の中で掲載 さ れて いた'6。 定期購読以外に も、 こ

の時期にはすでにロ ン ド ンのRac,ng Calendar 事務所、 本拠地ニ ューマーケ ッ ト のコー

ヒ ー ・ ル ー ムは も ち ろ んのこ と 、 本屋が主 で あ っ た が、 ヨ ー ク、 マ ンチ ェ ス タ ー、 リ

バ プ ール、 バ ー ス、 ウ ス タ 一、 ニ ユー カ ッ スル ・ ア ポ ン ・ ダ イ ン、 エ デ イ ンバ ラ に も

Rac,ng Calendar を販売する代理人が存在し、 当時の価格は12シリ ングであった。 ジ ョ ッ

キー ・ ク ラ ブの後期発展期におけ る Rac,ng Calendar の購読は、 非常に広範囲にわた っ

てお り、 競馬に関心を持つ人々にと って、 それが必要不可欠な情報源と な っていた事

実 を示 し ているであろ う。 こ の点に関 し ては、 次節で改めて取り上げる。

次に競馬の規則に関 し て検証し てゆく こ と にするが、 上述の通り、 Racing Calendar 

には、 一般の競馬 に関す る規則 と ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの規則 が掲載 さ れて いた。 1830 

年代の ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブは、 すで に体系的な独自の競馬施行規則 を設けてお り、 こ

れをニ ュ ーマ ーケ ッ ト でのみ有効 と し つつ も、 他の競馬場に対 し て こ の規則 を採用す

るこ と を推進 し、 採用 し ない競馬場からの紛争解決依頼を一切受け付けないと い う姿

勢 を取 って い た '7。 こ の態度を Rac,ng Calendar 上で表明 し たこ と は、 他の競馬場に

対する一種の圧力 で あ った と いえ る。

当時の規則 を紐解いて ゆく と、 全60項目のう ち第 2 項から第10項ま でがク ラ ブの運

営 を司 る幹事に関する規則で、 第11項か ら第16項ま でがジ ョ ッキー ・ ク ラ ブのメ ンバー

や、 各ルームの入場に関す る規則で あ っ た '8。 こ の点 を考慮する と、 こ の時期におい

て も、 設立からの特徴である社交ク ラ ブと し ての性格を色濃 く 残 し ていた と指摘でき

る。 こ の他は、 基本的に競馬の運営に直接かかわる項目であり、 簡潔に書かれてい る

だけの一般的な競馬施行規則 とは異な り、 極めて具体的かつ スポーツ と し ての公平化

を図 る内容 と な って い る。 やがて19世紀末 にな る と、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの作成 し た
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競馬施行規則が、 一般的な競馬規則を完全に吸収 し、 新 しい競馬規則と な る'9。 こ れ

によ り、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの手 に よ る競馬 の スポー ツ化が、 規則 の面 にお いて達成

さ れた と い え る。

以上のよ う に、 競馬年鑑 Rac,ng Calendar に関して、 定期購読者リ スト と ジ ョ ッキー ・ 

ク ラ ブの規則 を取 り 上げて き たが、 その変遷か ら、 各時代におけ る ク ラ ブの情勢 を読

み解 く こ と が可能である。 次章は、 こ の史料を軸と し なが ら、 ベ ンテ イ ンク卿時代に

おけ る、 競馬 を取 り巻 く 人々の変化について見て ゆく こ と にする。 

3 . 競馬を取り巻く 人々の変化と スポーツ化

18世紀の競馬は、 イ ギリ ス社会の上層に位置する人々によ って運営 さ れて き たが、

19世紀半ばにな ると、 競馬を取り巻 く 状況は大き く 変化するこ と になる。 こ の時代に

お いて、 競馬 に明確な関心 を抱 いて いた人 々が どれほ ど存在 し て いたかは、 Racing 

Calendar の定期購読者 リ ス ト を分析するこ と で解明 さ れよ う。

先ほども取り上げたが、 筆者が定義する後期発展期、 すなわち1830年代半ばから

1840年 代半ば の ジ ョ ー ジ ・ ベ ン テ イ ン ク 卿時代 の初期 に お け る1836年版 Rac,ng 

Calendar の定期購読者数は、 1,365人であった2°。 一方の後期発展期末、 1846年におけ

る それは1,308名であ り、 ベ ンテ イ ンク 卿時代初期 と比べて、 その数は減少 し て いる

が、 大 き な差はな い と いえ る2'。 両版のRacing Calendar に共通し ている点は、 18世

紀と比べて、 購読者数が確かな上昇傾向を見せているこ と で、 競馬に関心 を持つ人々

は、 時代を経て さ らに増加 し た と指摘で き、 注日すべき変化 と し て位置付け られるだ

ろ う 220

しかし、 こ こ でよ り着目 し なければな らない事項は、 定期購読者の層についてであ

る。 Racing Calendar の定期購読者 リ ス ト が、 爵位を持つ貴族から順に始ま り、 一部

の例外はある ものの、 s ir. の尊称 を持つ人物ま でが先に掲載 さ れるこ と はすでに述べ

たと おり である。 彼 らの多 く には、 His Royal Highness、 His Grace、 Right Honourable、
The Honourable と い った敬称が付さ れ、 当初から定期購読者の中で も特別な扱いを受

けてお り、 初版では、 その割合は定期購読者522名のう ち95名で約18.2パーセ ン ト を

数えて いた23。 と こ ろが、 1836年版の Racing Calendar では、 そ う し た敬称つき の別

枠掲載定期購読者は、 1,365名中167名で全体の約12.2パーセ ン ト と その割合を落と し

て い る24。 減少の傾向は さ ら に加速 し、 ベ ンテ イ ンク 卿時代末の1846年 にお いては、

1,308名中142名で全体の約10.9パーセ ン ト と な ってい る25。 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの後

期発展期において、 発展期初期の大部分にはなかった国王の Raczng Calendar 購読は

継続 さ れている ものの、 上記の各年におけ る定期購読者の層別分類 と、 敬称つき の別
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枠掲載定期購読者に関する表 1 、 2 の事実が示すよ う に、 競馬の主たる担い手である

貴族を中心と し た上流階級に位置する人々の割合が減少 し、 競馬参加のすそ野が広がっ

た こ と を意味 し て い る26。

次に、 こ れらの表に関連 し て、 地域別で掲載 さ れた定期購読者に日 を移すこ と にす

る が、 こ ち らの割合は ど う で あ ろ う か。 中 で も、 こ こ では、 エ ス ク ワイ ア を除い た

Mr. で表記 さ れた人々について取 り上げる。 1836年版において、 Mr. と し て掲載 さ れ

た定期購読者は588名で、 その大半 を占めていたこ と がわかる27。 そ う し た状況は184 

6年 にな って も変 わ らず、 M r. の定期購読者は561名 を数え てい る28。 その割合は、 上

流階級の社交ク ラ ブや軍の部隊、 イ ギリ ス国外の定期購読者を除けば、 それぞれ約45. 

3パーセ ン ト と 約46.8パーセ ン ト で あ っ た 0 1773年のRacing Calendar で、 Mr. と して

記載 さ れた人々は209名で、 同 じ算出方法から判明 し たその割合は、 約40.7パーセ ン

ト で あ った29。 以上の点か ら、 こ こ では、 Mr. と し か称 さ れない定期購読者の割合が

増加 し た こ と を指摘で き る。 こ う し た人 々が 「単な る ジ ェ ン ト ルマ ン」 で あ るのか中

産階級で あるのか、 現時点ではそのすべて を断定する こ と はで き ないが、 19世紀半ば

と いう時代背景を考慮 し た場合、 十分な資金力 を付けた中産階級の一部がよ り多 く 競

馬に参加 し始めたと言及するこ と に問題はないであろ う。

さ て、 こ れま で Racing Calendar におけ る定期購読者の変化について検証 し て き た

が、 競馬年鑑の購読と いう 行為自体は、 競馬への参加と い う枠組みにおいて、 直接的

な ものではな く 、 間接的で周辺に位置する ものである。 しかし、 上流階級以外の人々

の侵入は、 そ う し た周辺部 にと どま らず、 よ り 中心に近 い部分に も及んで いた。 それ

を示す事例が、 馬主数の急増である。

1836年版で馬主登録を行 って いた人の数は表 3 が示すよ う に171名で3°、 18世紀末

と 比べ る と 4 倍近 い数字 と な っ て い る3'。 さ らに、 1846年版におけ る馬主登録者数は

331名 と な り、 ベ ンテ イ ンク卿時代初期 と比べて倍近 く と、 劇的な変化が起き て いた 

こ の馬主の中で最 も多 く を占めていたのが Mr. 層であ り、 その割合は、 それぞれ

約67.3パーセ ン ト と約69.2パーセ ン ト であ った。 馬主登録者リ ス ト は、 その当初から

エ スク ワイ ア以下が Mr. で掲載 さ れてい るため、 定期購読者の区分 と は異な るが、 18 

世紀末の ℃o1ours worn by the Riders of the following Noblemen and Gentlemen' と

い う 記載が、 'Colours worn by the Riders' に変化 し ている点を鑑みれば、 貴族、 ジェ

ン ト リ に属 さ な い富裕な中産階級層が馬主 と し て も競馬 に関わる よ う にな っ た と 言え

る o

社会的上昇 を望む中産階級に と って、 高貴 さ の象徴 と みな さ れて いた馬 を所有す る

こ とは、 格好の手段と な ったであろ う。 事実、 1830年代半ばから1840年代半ばのジ ョ ッ
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キー ・ ク ラ ブ後期発展期におけ る馬主登録者数の増加は、 それを如実に物語 っている。 

競馬 を含めた スポーツの世界は、 現実の世界 と はある種切 り 離 さ れた特殊な空間 と し

て作用する場合が多い。 豊富な資金を得て馬主にな った中産階級は、 スポーツの世界

で自 らの存在をア ピールするこ と で、 疑似的な上流階級 と し て脚光を浴びたいと いう

意識があ った。 しかし、 こ う し た競馬の中心に中産階級が次第に侵入 し て く る と い う

状況 を、 競馬の主たる担い手である上流階級が黙 つて見過ごすわけはな く 、 実際に様々

な策 を講 じ て いた。 次節ではその点に関 し て触れるこ と に し たい。 

4 . 社交空間の制限

ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブが、 貴族、 ジ ェ ン ト リ を中心 と し た有閑階級 に支え ら れた団体

で、 その設立当初か ら極めて閉鎖的 な空間 を形成 し て いたこ と はすで に述べて き た と

お り で あ るが、 その規模の大 き さ や具体的 な メ ンバー構成な どは どのよ う に変化 し て

い っ たのだ ろ う か。

ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブのメ ンバーが、 Raczng Calendar 上 で初めて リ ス ト と し て明 ら

かにな った1835年 において、 そのメ ンバーは総勢66名で あり、 様々な権限 を持 って い

た 3 名の幹事は他のメ ンバーと区別 さ れてお らず、 1838年 にな ってか らよ う や く メ ン

バー リ ス ト の先頭 に立 つ よ う にな っ た33。 旗揚げか ら長 い年月 を経 て い る に もかかわ

らず、 メ ンバーが66名 し か存在 し て いなか っ た背景には、 ヴ ァ ン プ リ ュ ーが述べ る よ

う に、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの極めて排他的 な入会 シ ス テ ムが あ っ た34。 ク ラ ブの新 メ

ンバー入会に関す る独立 し た項日は、 1828年におけ る ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブ規則の大幅

な改定によ って設け られたが、 入会の是非を問 う無記名投票は年二回しか行われず、

現行メ ンバーの推薦が必要で、 なおかつ最低限必要な 9 名のメ ンバーの中で 2 名の反

対投票があれば即否決 さ れる と い う 厳 し い内容で あ っ た35。 旗揚げか ら時代 を経て、

新 メ ンバーの入会 に関す る規則 が明文化 さ れて も なお、 晴れて メ ンバーにな る ための

必要得票数のパーセ ンテ ー ジは極めて高 く 、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブは、 揺籃期か ら続 く

ク ラ ブの特徴の一つであ る排他性 を常 に保 ち続けて いた と いえ る。

メ ンバーリ ス ト の初出に関 し て、 先に挙げたハギ ンズは、 「一部の上流階級の競馬

に対する後援が一時的な衰退 を見せていた時期で、 こ と によ る と、 メ ンバーの状態に

注意 を促す ため」 と し て い る が36、 当時 の ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブ幹事 の一 人 で あ っ た ス

タ ンレ イ ク ・ バ ト ソ ン氏 (Stanlake Batson, Esq ) は、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブ を 「名高

いク ラ ブ (this celebrated Club)」 と し た上で、 メ ンバーリ ス ト を掲載する こ と に関 し

て、 「私た ちは、 いま や彼 らの名前 を供給す る こ と を可能に さ せ ら れ、 我 々の読者は、

タ ー フ がそれほ ど名高 い団体の支配 と庇護の下 にあ る間、 その利益 と 名声が安全に保
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た れる と い う こ と に賛同 す る」 と 発言 し て い る37。 こ の事実は、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブ

の現体制 を明 らかに し、 その勢力 をよ り 拡大 さ せる こ と を前提 と し た もので あり、 決

し て衰退 を防止す るための打開策 と し て講 じ ら れた ものではなか った。

メ ンバーリ ス ト 初出の翌年で、 本論文が対象と し ているベ ンテ イ ンク卿時代初期の

1836年におけ るメ ンバー構成は、 公爵 (Duke) 9 名、 侯爵 (Marquis) 5 名、 伯1爵
(Earl) 12名、 卿 (Lord) 9 名、 準男爵 (Baronet) 4 名、 エスク ワイ ア (Esquire) 25 
名、 陸海軍将校や Hon. の称号を持つ ものが 7 名の計71名であ り、 国王ウイ リ アム 4 

世 も ク ラ ブのパ ト ロ ンで あ った38。 1846年 にお いて も、 上流階級のみで構成 さ れる と

い う ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの本質は一切変わ らず、 総勢78名の う ち、 公爵 6 名、 候爵 3 

名、 伯爵17名、 子爵 3 名、 卿 5 名、 準男爵 9 名、 エ スク ワイ ア25名、 陸海軍将校や

Hon. の称号 を持つ も のが10名 で、 ア ン ソ ン大佐、 ジ ョ ー ジ ・ ベ ンテ イ ンク 卿、 イ グ

リ ン ト ン伯爵 が幹事 を務めて いた39。

前節で、 ベ ンテ イ ンク卿時代末期に、 Rac,ng Calendar におけ る敬称つき の別枠掲

載定期購読者の数がその初期と比べて減少 し たこ と を述べた。 しかし、 両時期におい

て、 敬称つき で購読者 リ ス ト の先頭に掲載 さ れているメ ンバーの割合は、 む し ろ増加

傾向を見せている。 表 4 と 5 は1836年版と1846年版のRac,ng Calendar 定期購読者リ

ス ト におけ る ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブメ ンバーの敬称別分類 を示 し た も ので あ る力 、 敬称

つき で掲載 さ れているメ ンバーの割合は、 1836年版では71名中37名の約52.1パーセ ン

ト であ ったのに対 し、 1846年版では78名中47名の約60.3パーセ ン ト にな っている。 こ

の事実は、 競馬が他の階級に も開放 さ れて い く 一方で、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブ自体は、

その閉鎖性を保 ち、 時には強化 し て いたこ と を意味 し て いる。

ま た、 1836年 4 月13日の The Times にお いて、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブ と ロ ン ド ンにあ

る複数の有名 ク ラ ブ と の繁が り が明文化 さ れたが、 そ れは、 ホ ワイ ツ (w hite's)、 ブ

ル ック スズ (Brookes's)、 ブー ド ウルズ (Boodle's) のメ ンバーであれば、 ジ ョ ッキー ・ 

ク ラ ブのニ ュ ー ・ ルー ムズ、 コ ー ヒ ー ・ ル ー ムに対 す る半年 の会費の支払 いだけ で、

そこ へ入場可能 と い う内容で あ った4°。 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブが、 各 ル ー ムへの入場 に

関し て、 それぞれに厳し い無記名投票を課 し ていたこ と を考え る と、 同 じ上流階級に

属す る ク ラ ブの人 々に彼 ら の社交空間は制限 さ れる こ と な く 、 む し ろ拡大 さ れる と い

う 一 面 があ っ た4'。 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブは、 排他的な規則 を設け るこ と で、 常に自 ら

と 同 じ階級に属す るメ ンバーだけ を ク ラ ブ内に組み入れて き たわけで あ る。

こ の団体の閉鎖性 を さ らに際立たせた ものが、 サラ ブレ ッ ド (Thoroughbred) の創

出 で あ ったo サラ ブ レ ッ ドは、 Racing Calendar と同 じ く 、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブの発

行物で あ った General Stud Book によ って規定 さ れた。 サラ ブ レ ッ ド と し て認め ら れ
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る権利 を持 ったのは、 1793年の第 1 巻に記録 さ れた繁殖牝馬 と 種牡馬ま で祖先 を さ か

のぼ る こ と ので き る馬 だけ で あ っ た42。 こ れに伴 い、 サラ ブ レ ッ ド の血統 がよ り 重視

さ れる よ う に な っ たが、 その好例 と言 え る も のが、 Rac,ng Calendar の巻末 に掲載 さ

れた種牡馬広告である。 こ れは、 ある種 General Stud Book と連動する働き を持 つて

おり、 1836年版のRac,ng Calendar では79頭、 1846年版では67頭の種牡馬広告が掲載

さ れて いた43。 詳細な情報が盛 り込ま れた種牡馬広告は、 馬主 と し て成功 を収めたい

支配階級や富裕な中産階級にサラ ブレ ッ ドに対する血統希求を芽生え さ せたこ と であ

ろ う。 事実、 こ の時期に激増し た馬主数を考慮すれば、 間違いないと言 っていい。 ま

た、 サラ ブレ ッ ドの血統は後世に連綿 と受け継がれて ゆく もので、 支配階級 その もの

の血統意識と重な る ものがあり、 サラ ブレ ッ ド白体は、 彼 らの高貴 さや家柄の正統性

な ど を投影す る も ので も あ っ た。 サラ ブレ ッ ドの所有は、 馬主にな り 始めた中産階級

の富裕層にと って、 自 らの社会的上昇 と い う大き な意味を持 つてお り、 競馬 を見て楽

し むだけで あ っ た労働者階級 も ま たそのスポー ツ に熱狂 し た こ と を鑑みれば、 サラ ブ

レ ッ ドはあ ら ゆる階級 を魅了 し て いた と いえ る。

しかし、 社会的地位のない人が優秀なサラ ブレ ッ ド を所有 し て も、 非難の対象と な

る だけ で あ り 、 決 し て ジ ョ ッキ ー ・ ク ラ ブのメ ンバーに な る こ と はで き なか っ た。 例

えば、 稀代の名馬エ ク リ プスを所有 し た詐欺師テニ ス ・ オーケ リ ー (Denis 0 'Kelly) 

が その好 例で あ っ た44。 ま た、 議員 で あ っ たが、 肉屋、 プロ ボ ク サー、 パ ブの主人 と

い う 経歴 を持つ ジ ョ ン ・ ガ リ ー (John Gully) も、 名馬 を所有 し て いたに もかかわ ら

ず、 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブの上流階級 のメ ンバ ーた ち に認 め ら れる には、 十分 で なか っ

た45。 こ のよ う に、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブは、 自 ら の枠組 みには入 り 得 な い と 判断 し た

人物 を締め出す と い う 徹底的な排除の構造 を保 ちながら、 自 ら と繁がり があ り、 リ ス

ペ ク タ ブル な地位 にあ る人 々にのみ、 ク ラ ブの扉 を開放 し たので あ っ た。

ま た、 ベ ン テ イ ンク 卿時代 には、 各地 で グラ ン ド ・ ス タ ン ド が建造 さ れたが、 彼 と

つながり の深か った グ ッ ド ウ ッ ド (Goodwood) では、 1842年に完成 し、 競馬はその

地域 におけ る一大 スポ ー ツ ・ ア ト ラ ク シ ョ ン と し て認識 さ れて いた46。 こ の時期 に な

る と、 競馬場になだれ込んで く る他の階級を締め出すこ と はもはや不可能であ ったが、

支配階級の人々は、 グラ ン ド ・ スタ ン ドの階上席に陣取るこ と で、 身分的な切 り分け

を行 う こ と がで き、 なおかつイ ギ リ スの一大 スポーツで あ る競馬のパ ト ロ ンと し て、

巧みな方法で彼 ら の リ スペ ク タ ビリ テ イ を維持 さ せ る こ と に成功 し たので あ る。 

おわ り に

こ こ では、 主に上流階級について考察 してき たが、 同時に中産階級の登場が見 られ、
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上流階級と の社交空間におけ る関連性について確認する こ と がで き た。 まず、 Racing 

Calendar の分析から、 19世紀中頃において、 Mr. の称号しか持たない定期購読者の割

合と馬主の割合が増加 し た点 を指摘でき る。 こ のこ と は、 有閑階級に属 さ ない人々が

積極的に競馬に参加するよ う にな った事実 を示 し ており、 競馬のある種の開放性を見

て取 る こ と がで き る。 加え て、 ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブのメ ンバーが貴族 を中心 と し た上

流階級のみで構成 さ れてお り、 設立か ら長 い年月 を経たベ ンテ イ ンク 卿時代において

も、 厳 し い閉鎖性 を維持 し ていた点が明 らかにな った。 ま た、 当時建造 さ れた グラ ン

ド ・ スタ ン ド を考慮する と、 貴族、 ジェ ン ト リ た ちが意図的に他の階級 と の切 り分け

を図 って いた と いえ る。

こ のよ う に、 一見する と相反する、 上流階級以外の人々への競馬の開放と、 ジ ョ ッ

キー ・ ク ラ ブによ る支配階級の社交空間の制限と い う二つの事実が、 当時の競馬の中

には混在 し て いたo 加え て、 General Stud Book は、 サラ ブレ ッ ドの創出 と い う 重要

な意味を持ち、 種牡馬広告 と と もに、 馬主である貴族、 ジェ ン ト リ と中産階級の富裕

層に対 し て血統への希求を促 し たが、 それぞれに与えた意識は、 尊厳の維持と社会的

上昇であ った と いえ る。

本論文では、 競馬のスポーツ化の開始、 競馬 を通 し てのジェ ン ト ルマ ン層の尊厳の

維持や、 ジェ ン ト ルマ ン階級への上昇 を狙 う 富裕な中産階級が競馬に参加 し始めた過

程 を、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの後期発展期、 す な わ ち、 ジ ョ ー ジ ・ ベ ンテ イ ンク 卿の活

躍し た1830年代半ばから1840年代半ばの時代に限定し て考察し てきたが、 他の時期や

一般民衆にと っての競馬は考察の対象外であ った。 ま た、 各地域の定期購読者層 を さ

ら に分析す る こ と で、 それぞれの特色が見え て く るだ ろ う。 こ れ らの点に関 し ては、

別稿に機会 を譲 る こ と と し たい。 

<註>
1 Wray Vamplew, The Turf i A Social and Economic Hi tory of Hor e Raclng (London, 1976),

pp77-109.
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3 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブ の競馬 施行 規則 (Rules of Racing M ade by the Jockey Club at

Newmarket) の全国的な伝播に関し ては、 1876年の Racing Calendar (Races Past) に以下の

よ う な記述がある。 「先のホー ト ン開催で議論 さ れ、 例の目的のために設立 さ れた委員会に

よ って提出 さ れた新 し い競馬規則を考慮するために、 1876年12月18 日の月曜日にロ ン ド ンで

開かれた ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブの特別会合 で、 下記の規則 が1877年 1 月 1 日 に施行 さ れるべき

こ と、 し か も、 全て の元 の規則がその日か ら廃止 さ れる と い う こ と が決議 さ れた。」 Rac,ng 
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Calendar (Races Past), Voi le4, 1876, p.xxix.
ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブの初出 は、 1751年 の ジ ョ ン ・ ポ ン ド に よ る Sporting Kalendar に掲載 さ

れた一文であり、 そこ には、 1752年 4 月 1 日の水曜日に、 ニ ューマーケ ッ ト において、 ベル ・ 

メ ル (Pall M ai l) に あ る ス タ ー ・ ア ン ド ・ ガ ー タ ー (Star and Garter) の ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ

ブの貴族、 紳士 た ち が所有 す る馬 に よ る コ ン ト リ ビ ュ ー シ ョ ン ・ フ リ ー ・ プ レ ー ト 競走 が、

8 ス ト ー ン 7 ポ ン ド の斤量 の も と、 ラ ウ ン ド ・ コ ー スで 1 ヒ ー ト 行 われる と 記 さ れて い る。 

John Pond, The Sporting Kalendar・ Containing a l )1stinct Account of what Plates and Matches 

Have Been Run for zn 1751, an Article for Making a Newmarket Match, a Description of a 

Post and Handy-Cap Match, a T,able Shewing what Weight Horses are to Carry for the Give 

and Take Plates,・ and of what Malche Ha、1e Been Run for at Newmarket, f rom October the ist, 

1718, to October 1751, & c. (London, 1751), p 225. ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの 「 ジ ョ ッキー」

と は、 「 プロ フ ェ ッ シ ョ ナルな騎手」 ではな く 、 馬主 かつ ア マ チ ュ アの乗 り 手 で あ っ た ジ ェ

ン ト ルマ ンの人 々を指 し て い る。 当時の競馬 に参加 し た ジ ェ ン ト ルマ ン層の人 々は、 自 ら が

所有する馬に自 ら騎乗 し ていたため、 「馬主兼乗り手」 と い った意味でこ のよ う に呼ばれる。 

例えば、 以下の史料には、 二人の紳士が、 約11時間半 をかけて それぞれの所有馬を競わせた

と い う 記録があ り 、 片方の馬が100マイ ルの距離 を走 るま で に、 も う 片方の馬が80マイ ルを

走 るこ と がで き るか否か、 と い う 競走内容で あ っ たo Gentleman 's Magazine, Vol.20, 1750, 

p376.
Richard Holt, Sports and the Br itish・ A Modern History (Oxford, 1989). Neil Tranter, Sport, 

Economy and Socie0, tn Britaln, 1750-1914 (Cambridge, 1998). Adrian Harvey, The Beginnings 

of a Commercial Sporting Culture in Br itain, 1793-1850 (Burlington, 2004).

Peter Borsay, zsfo of ezs re・ e rztzs xperzence sznce 500 (Basingstoke, 2006).

川島昭夫 「19世紀イ ギリ スの都市と 「合理的娯楽」」、 中村賢二郎編 『都市の社会史』 ミ ネル

ヴァ書房、 1983年、 294-318頁。

Robert Black, op. ci t , pp.11-12.

Roger Mortimer, The Jockey Club (London, 1958). John Tyrre1, Runnlng Ractng・ The Jockey 

Club Year Since 1750 (London, 1997).
M ike Huggins, f「at acing an rztzs Socze , f 90- 9f .・ SocZa and conomzc Zsfo

(London, 2000), Ch 7.

Derek Birley, Sport and the Making of Br itain (Manchester, 1993), p.136. 当時の幹事は、 サー ・ 

チ ヤールズ ・ バ ンベ リ ー (Sir Charles Bunbury, 1740-1821) で、 発行者は、 ジェイ ムズ ・ ウ ェ

ザ ビー (James Weatherby, 1733-94) と いう人物であ った。
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個人の手によ る記録集の最初のものは、 1727年に登場 し た ジ ョ ン ・ チ ェニ ー (John Cheny) 

の An Historical List of All Horse Matches Run, and of All Plates and Pr izes Run for in 
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England であ ったo

15 Rac,ng Calendar, Vol.64, 1837. 発行は1837年であるが、 その内容は1836年の競走結果等を

掲載 し た もので あ る ため、 本論文 では、 こ の第64巻 を1836年版 と 記載 し てお く 。 Racmg

Calendar は、 概ね対象 と な る年に発行 さ れたが、 翌年 にずれ込む時 も あ った。

16 Ibid., pp.vii-xxiv. 購読者 リ ス ト におけ る貴族の掲載は、 当然のこ と ながら Duke から始ま っ

てお り、 以下 Marquis、 Earl、 Viscount、 Lord と続いている。 それぞれ同 じ枠の中では、 彼 ら

も アル フ ァベ ッ ト 順 に掲載 さ れて い る。

17 こ の姿勢は、 1831年11月 1 日、 ニ ュ ーマーケ ッ ト におけ る ジ ョ ッキー ・ ク ラ ブの幹事た ち と

メ ンバ ーた ちの会合 で決定 さ れた も ので あ り、 ベ ンテ イ ンク 卿時代 を通 じ て変 わる こ と な く

保た れて いた。

18 Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.xxxiii-xxxvi.
19 こ れに関し ては、 註 3 を参照のこ と。

20 Racing ( ,alendar, Vol.64, 1837, pp.vii-xxiv.

21 Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp.vii-xxiv.
22 例えば、 1773年の初版におけ る定期購読者数は522名で あ っ た。 Racing Calendar, Vol t,

1773, pp.i-x.
23 Ibid., v ol. 1, 1773, pp.i-iii. こ こ では、 一般的な Sir の人々には明確な敬称はないが、 敬称の

ある人々と同枠で掲載 さ れて いるため、 彼 ら を同質 と し て扱 う。

24 Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.vii-xxiv.

25 Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp.vii-xxiv.
26 1846年版では、 ヴイク ト リ ア女王が HER MAJESTY の敬称で定期購読者 リ ス ト の先頭に記

載 さ れてい る。

27 Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.vii-xxiv.

28 Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp.vii-xxiv.

29 Racing Calendar, Vol. 1, 1773, pp.i-x.
30 Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.1-1iv.
31 初版と比較して Racing Calendar の購読者が急増した18世紀末の1799年版において も、 ニ ュー

マ ーケ ッ ト に お け る馬主 の数 は44名 に す ぎ ず、 極 めて 限定的 で し かな か っ た。 Raczng

Calendar, Vol.27, 1800, pp.xxxiv-xxxv.

32 Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp.1xi-1xviii.
33 C. M. Prior, The History of the Racing Calendar and Stud Book (London, 1926), pp.192-196. 
34 Wray Vamplew, op. cit., p 77.

35 C. F. Brown, The Turf Expositor (London, 1829), p.131. こ れは、 1828年に作成さ れた、 新

し い Rules and Orders of the Jockey Club の第11項、 Respecting the Admission of New 

Members for the Jockey Club に当 た る も ので、 新 メ ンバーの入会 に関す る項目は、 こ れが
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唯一の も ので ある。 こ れに引 き続き第12か ら13項 にはニ ュ ー ・ ルームに関す る項目、 第14か

ら 16項 には コ ー ヒ ー ・ ル ー ムに関 す る項日 があ る。 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブ メ ンバ ーのニ ュ ー ・

ル ーム、 コ ー ヒ ー ・ ル ームへの入場は何 ら問題 なか っ た が、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブメ ンバ ー以

外 の人 がニ ュ ー ・ ルーム、 コ ー ヒ ー ・ ル ームへ入場 す る た めには、 そ れぞれ別 の無記名投票

で当選す る必要があ った。 ニ ュ ー ・ ルームへの入場に関す る無記名投票に通過 し た人は、 コ ー

ヒ ー ・ ルームへ も入場 で き たが、 コ ー ヒ ー ・ ルームへの入場 に関す る無記名投票 に通過 し た

だけ の人 は、 ニ ュ ー ・ ル ームへは入場 で き な か っ た。 こ の時期 には、 ジ ョ ッ キ ー ・ ク ラ ブメ

ンバーを頂点 と し て、 ク ラ ブメ ンバ ーで な く ニ ュ ー ・ ルームと コ ー ヒ ー ・ ルームに入場で き

る人 と、 ク ラ ブ メ ンバ ーで な く コ ー ヒ ー ・ ル ームにのみ入場 で き る人 と い う 3 つ の層 が存在

し ていた。

36 M ike Huggins, op. cit., p.177.

37 C. M. Prior, op. cit., pp.192-193.

38 Racing Calendar, Vol.64, 1837, p579.
39 Racing Calendar, Vol.74, 1846, p 480.
40 The Times, 13 Apri l 1836. こ れは、 1828年に作成 さ れた、 新 し い Rules and Orders of the

Jockey Club の第13項を改定し た ものと思われる。

41 ジ ョ ッ キー ・ ク ラ ブの各ルームへの入場 に関す る規則は、 註34を参照のこ と。

42 Federico Tesio, Breeding the Racehorse (London, 1958), p 4. General Stud Book の創刊 もま

た、 Racing Calendar の発行者で あ る ジ ェ イ ムズ ・ ウ ェ ザ ビー によ る。 こ の 2 年前の1791年

に、 彼は General Stud Book の序巻を出 し ているo

43 Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp562-576. Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp 464-477.
44 Robert Black, op. czt , p 238. テニ ス ・ オーケ リ ーはアイ ルラ ン ド貧農の出であ った。

45 Ibid., pp 360-361. ジ ョ ン ・ ガリ ーは、 ポ ンテ フ ラ ク ト (Pontefract) 選出の庶民院議員であ っ

た。 彼の競馬生活な どについては、 以下 を参照のこ と。 William Pitt Lennox, Celebr ities I

Have Known with Episodes, Pel t cat, Social, Sporting, and Theatrical, Vol.2 (London, 1876),

pp245-251.
46 The 111ustrated London News, Vol. 1, No.12, 1843, p.184. 
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(表1 ) Racing Ca/endar 定期購読者の層別分類

1773年版 1836年版 1846年版 
敬称あり 95 167 142 
Esq. 194 497 449 
士官など 21 46 47 
Mr. 209 588 561 
団体 0 32 54 
国外購読者 3 35 55 

計 522 1365 1308 

出典 : Racing Calendar, Vol. 1, 1773, pp.i-x と Racing
Calendar, Vol.64, 1837, pp.vii-xxiv およ び Racing
Calendar, Vol.74, 1846, pp.vii-xxiv より筆者作成

(表 2 ) Racing Ca/endar における敬称つきの別枠掲載定期購読者

1773年版 1836年版 1846年版 
His(Her) Majesty 0 1 1 
His Royal Highness 1 0 2 
His Grace 12 8 7 
The Most Noble 0 9 7 
Right Honourable 42 72 60 
(The) Honourable 13 31 28 
Baronets (Sir) 27 46 37 

計 95 167 142 
出典 : Racing Calendar, Vol. 1, 1773, pp.i-iii と Racing Calendar,

Vol.64, 1837, pp.vii-xi (本来は 7 から 9 べ一 ジであり、 こ
の版 で は 9 べ一 ジが11べ一 ジ と 表記 さ れた ミ スがあ る が、

史料 の と お り に表記 し て お く ) お よ び Racing Calendar,
Vol.74, 1846, pp.vii-ix より筆者作成

(表3 ) Racing Ca/endar における馬主登録者の推移

1773年版 1799年版 1836年版 1846年版 
sir 以上の称号を持つ馬主 14 21 56 102 
それ以下の馬主 (Mr ) 14 23 115 229 

計 28 44 171 331 

出典 : Racing Calendar, Vol.1, 1773, p.xxix と Racing Calendar, Vol.27, 1800, pp.xxxiv-
xxxv と Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.1-liv およびRacing Calendar, Vol.74,
1846, pp.1xi-1xviii よ り筆者作成
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(表 4 ) 1836年版 Racing Ca/endar 定期購読者リ ス ト における ジ ョ ッキー ・ ク
ラ ブメ ンバーの敬称別分類

1836年版 
His Grace Duke of Beaufort 

Duke of Cleveland 
Duke of Grafton 
Duke of Leeds 
Duke of Portland 
Duke of Richmond 
Duke of Rutland 

The M ost Noble Marquis of Conyngham 
Marquis of Exeter 
M arquis of Tavistock 
M arquis of Westminster 

Right Honourable Earl of Albemarle 
Earl of Chesterfield 
Earl of Clarendon 
Earl of Egremont 
Earl of Jersey 
Earl of Lichfield 
Earl of Mulgrave 
Earl of Orford 
Earl of Stradbroke 

Earl of Uxbridge 
Earl of Verulam 
Earl of Wilton 
Lord G. Bentinck 
Lord John Fitzroy 
Lord C. Manners 
Lord W. Powlett 
Lord Southampton 
Lord Suffield 
Lord Wharncli ffe 

Honourable Col. Anson 
Hon. G. Byng 
Hon. Capt. H. Rous 

Baronets Sir D. Baird, Bart. 
Sir S. Graham 
Sir John Shelley 
Sir M. Wood 
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敬称なし S. Batson, Esq. (CAMBRIDGESHIRE) 
H. Biggs, Esq. (WILTS) 
T. Cosby, Esq. (IRELAND) 
J. Douglas, Esq. (LINCOLNSHIRE) 
R. C. Elwes, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
C. C. Grevi11e, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
Gen. Grosvenor (RUTLANDSHIRE) 
A. Goddard, Esq. (WILTS) 
T. Houldsworth, Esq. (LANCASHIRE) 
J. Hunter, Esq. (CAMBRIDGESHIRE) 
W. Hallett, Esq. (BERKSHIRE) 
W. H. Irby, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
J. Mills, Esq. (HAMPSHIRE and SOUTHAMPTON) 
G. Payne, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
G. Rush, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
W. A. Roberts, Esq. (WORCESTERSHIRE) 
W. Scott Stonehewer, Esq. (CAMBRIDGESHIRE) 
T. Thornbill, Esq. (NORFOLK or OXFORDSHIRE) 
J. R. Udny, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
H. Vansittart, Esq. (YORKSHIRE) 
H. S. Waddington, Esq. (SUFFOLK) 

購読者 リ ス ト にな し Duke of Dorset 
Marquis of Hertford 
Lord Lowther 
Duke of M ontrose 

John Payne, Esq. 
Col. Peel 
Hon. E. Petro 
S. Stanley, Esq. 
Col. Synge 
M. Stanley, Esq. 
J. Spalding, Esq. 
Lord Villiers 

計 71名 

出典 : Racing Calendar, Vol.64, 1837, pp.vii-xxiv, p 579 よ り筆者作成
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(表 5 ) 1846年版 Racing Ca/endar 定期購読者リ ス ト における ジ ョ ッキー ・ ク
ラ ブ メ ンバーの敬称別分類

1846年版 

His Grace Duke of Beaufort 
Duke of Bedford 
Duke of M ontrose 

Duke of Portland 
Duke of Richmond 
Duke of Rutland 

The M ost Noble Marquis of Conyngham 
Marquis of Exeter 
Marquis of Normanby 

Right Honourable Earl of Albemarle 
Earl of Chesterfield 
Earl of Eglinton 
Earl of Glasgow 
Earl Granville 
Earl of Jersey 

Earl of Lichfield 
Earl of Lonsdale 
Earl of March 
Earl of Mi11town 
Earl of Or ford 
Earl of Rosslyn 
Earl Spencer 

Earl of Stradbroke 

Earl of Strathmore 

Earl of Uxbridge 
Earl of Wilton 
Viscount M aidstone 

Viscount Palmerston 

Viscount Vil liers 
Lord G. Bentinck 
Lord C. M anners 
Lord W. Powlett 
Lord Southampton 
Lord Stanley 

Honourable Hon. Col. Anson 
Hon. G. Byng 
Hon. E. M . L1. M ostyn 
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Honourable Hon. Capt. H. Rous 
Hon. Francis Villiers 

Baronets Sir D. Baird, Bart. 
Sir R. W. Bulkeley, Bart. 
Sir J. Gerard, Bart. 
Sir S. Graham, Bart. 
Sir J. Hawley, Bart. 
Sir Gilbert Heathcote, Bart. 
Sir W. M . Stanley, Bart. 
Sir W. W. Wynn, Bart. 

敬称なし S. Batson, Esq. (CAMBRIDGESHIRE) 
H. Biggs, Esq. (WILTS) 
J. Bowes, Esq. (DURHAM) 
T. H. Cookes, Esq. (BERKSHIRE) 
R. C. Elwes, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
R. Etwa1l, Esq. 
(HAMPSHIRE and SOUTHAMPTON) 
T. Gardnor, Esq. (SUSSEX) 
A. Goddard, Esq. (WILTS) 
C. C. Grevi11e, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
Gen. Grosvenor (RUTLANDSHIRE) 
Cynric Lloyd, Esq. (WALES) 
H. Lowther, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
J. Mills, Esq. (HAMPSHIRE and SOUTHAMPTON) 
G. Payne, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
Col. Peel (LONDON and MIDDLESEX) 
W. A. Roberts, Esq. (WORCESTERSHIRE) 
G. Rush, Esq. (NORTHAMPTONSHIRE) 
J. V. Shelley, Esq. (SUSSEX) 
J. Stanley, Esq. (LONDON and MIDDLESEX) 
W. Sloane Stanley, Esq. 
(HAMPSHIRE and SOUTHAMPTON) 
Col. Synge (IRELAND) 
H. Vansittart, Esq. (YORKSHIRE) 
H. S. Waddington, Esq. (SUFFOLK) 
R. Watt, Esq. (YORKSHIRE) 
W. Wigram, Esq.-2sets (HERTFORDSHIRE) 
Gen. Yates (HAMPSHIRE and SOUTHAMPTON) 

購読者 リ ス ト にな し S. R. Batson, Esq. 
T. Cosby, Esq. 
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購読者 リ ス ト にな し T. Houldsworth, Esq. 
Sir. John Shelley, Bart. 
Hon. A. Villiers 

計 78名 

出典 : Racing Calendar, Vol.74, 1846, pp.vii-xxiv, p 480よ り筆者作成
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